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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット基地局は、ソース基地局により端末に、前記端末に対して指定したランダム
アクセスリクエストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報を含
む切換参考周波数点情報を有する切換準備済みメッセージを送信することと、
　前記端末は、前記アップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてランダムア
クセスリクエストを行うこととを含み、
　前記端末が前記切換準備済みメッセージを受信する前に、前記ターゲット基地局は、Ｓ
１／Ｘ２インターフェースにより前記切換準備済みメッセージを送信し、
　前記ターゲット基地局がＳ１インターフェースにより前記切換準備済みメッセージを送
信する処理は、
　前記ターゲット基地局がＳ１インターフェースにより前記切換準備済みメッセージの透
明パケットを移動管理エンティティに送信することと、
　前記移動管理エンティティが切換命令メッセージにより前記透明パケットを前記ソース
基地局に透明伝送することとを含み、
　前記ターゲット基地局がＸ２インターフェースにより前記切換準備済みメッセージを送
信する処理は、
　前記ターゲット基地局がＸ２インターフェースにより前記切換準備済みメッセージの透
明パケットをソース基地局に送信することを含む
　ことを特徴とする基地局間切換方法。
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【請求項２】
　前記切換参考周波数点情報は、前記ターゲット基地局のターゲットセルがランダムアク
セス応答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報を更に含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末がランダムアクセスリクエストを行った後、
　前記端末は、前記ダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいて、前記ター
ゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信することを更に含むことを特徴とす
る請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記切換準備済みメッセージには前記ターゲット基地局のターゲットセルの全ての成分
キャリアの周波数点及び帯域幅情報も含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記切換参考周波数点情報は、前記切換準備済みメッセージの透明パケットの移動制御
メッセージに含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末が前記切換準備済みメッセージを受信する前に、
　前記切換準備済みメッセージを予定メッセージにおける全てのサービスセルの情報に含
ませてして送信を行うことを更に含み、
　前記予定メッセージは、Ｘ２インターフェースセットアップメッセージ、Ｘ２インター
フェースセットアップ応答メッセージ、基地局配置更新メッセージの１つを含むことを特
徴とする請求項１～５のいずれかの一つに記載の方法。
【請求項７】
　ソース基地局及びターゲット基地局を含み、
　ターゲット基地局は、ターゲットセルのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報
を順次に配列して第１のリストを取得し、前記第１のリストにおける１番目のアップリン
ク成分キャリアの中心周波数点情報が端末がランダムアクセスリクエストを開始するため
のアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報であることと、
　前記ターゲット基地局は、ソース基地局により前記端末に前記第１のリストを有する切
換準備済みメッセージを送信することと、
　前記端末は、前記１番目のアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてラ
ンダムアクセスリクエストを行うこととを含み、
　前記ソース基地局は、前記ターゲットセルのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点
情報を順次に配列して第２のリストを取得し、前記第２のリストにおける１番目のダウン
リンク成分キャリアの中心周波数点情報が前記ターゲットセルがランダムアクセス応答を
送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報であることを更に含むこと
を特徴とする基地局間切換方法。
【請求項８】
　前記端末がランダムアクセスリクエストを行った後、
　前記端末は、前記１番目のダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいて前
記ターゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信することを更に含むことを特
徴とする請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特に、基地局間切換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術において、長期進化型（ＬＴＥ、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
ネットワークは、進化型汎用移動通信システム地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－Ｕ
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ＴＲＡＮ、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の基地局（ｅＮＢ、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ）と
進化型パケット交換中心（ＥＰＣ、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）からなり
、その特徴がネットワークが平坦化に傾くものである。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ＥＰＣとＳ１
インターフェースにより接続されるｅＮＢのセットを含み、ｅＮＢ間をＸ２インターフェ
ースにより接続することが可能であって、また、必要によって説明するように、Ｓ１、Ｘ
２がロジックインターフェースであり、且つ、１つのＥＰＣが１つ又は複数のｅＮＢを管
理でき、１つのｅＮＢが複数のＥＰＣに制御されることもでき、１つのｅＮＢが１つ又は
複数のセルを管理できる。
【０００３】
　進化型ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）システムは、ＬＴＥシステム
の次世代の進化型システムである。ＬＴＥ－Ａシステムは、キャリアアグリゲーション（
ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術を用いて伝送帯域幅を拡張し、それぞれ
の束ねたキャリアが１つの成分キャリア（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）と称さ
れ、図１に示すように、成分キャリアが成分キャリア＃１、成分キャリア＃２、成分キャ
リア＃３を有し、充填斜線が成分キャリア＃１であり、充填格子が成分キャリア＃２であ
り、充填縦線が成分キャリア＃３であり、それぞれの成分キャリアが複数のサブキャリア
を含み、成分キャリアが周波数スペクトルにおいて連続でもよく、非連続でもよく、即ち
、成分キャリア間隔が０であってもよい。ＬＴＥ－Ａシステムのダウンリンク伝送帯域幅
は、複数のダウンリンク成分キャリアから束ねてなり、アップリンク伝送帯域幅が１つの
アップリンク成分キャリアのみを含む可能性があり、複数のアップリンク成分キャリアか
ら束ねてなる可能性もあり、即ち、システムのアップリンク及びダウンリンク帯域幅が異
なる数の成分キャリアを含む可能性がある。システムのアップリンク成分キャリアとダウ
ンリンク成分キャリアの数が同一であっても、ある端末にとって、そのダウンリンク受信
帯域幅に含まれる成分キャリアの数とアップリンク送信帯域幅に含まれる成分キャリアの
数が異なる可能性がある。
【０００４】
　図２に示すように、ダウンリンク伝送帯域幅は、成分キャリア＃１～成分キャリア＃５
という５つのダウンリンク成分キャリアを含み、アップリンク伝送帯域幅は、成分キャリ
ア１及び成分キャリア２という２つのアップリンク成分キャリアのみを含み、図２におい
て、斜線が同期チャンネルを示し、縦線がダウンリンク成分キャリア＃１、＃２、＃３の
放送チャンネルを示し、格子がダウンリンク成分キャリア＃４、＃５の放送チャンネルを
示し、且つ、ダウンリンク成分キャリア＃１、＃２、＃３の放送チャンネルにおけるシス
テム情報がアップリンク成分キャリア１の周波数点位置及び帯域幅を含み、ダウンリンク
成分キャリア＃４、＃５の放送チャンネルにおけるシステム情報がアップリンク成分キャ
リア２の周波数点位置及び帯域幅を含む。関連技術において、アップリンク成分キャリア
とダウンリンク成分キャリアの数が異なることを非対称キャリアアグリゲーションと称す
ることができる。
【０００５】
　ＬＴＥシステムにおいて、端末（ＵＥ、Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）がセル間に切
換を行う場合に、ソースサービスセルは、切換命令によりターゲットセルから取得された
放送関連部分情報、ターゲットセルが端末に対して分配した専用資源情報、ターゲットセ
ルのアップ・ダウンリンク周波数点及び帯域幅等の情報を端末に通知する。
【０００６】
　基地局間（ｉｎｔｅｒ－ＮｏｄｅＢ）のセル切換について、ソース基地局がターゲット
基地局に与える切換リクエストの透明パケットに含まれる情報がＡＳ、キー、ＲＲＭ配置
情報等を含むが、切換準備済みメッセージの透明パケットにターゲットセル放送関連部分
情報、ターゲットセルが切換端末に分配した専用資源情報、ターゲットセルのアップ・ダ
ウンリンク周波数点情報及び帯域幅等の情報が含まれ、ＬＴＥシステムがシングルキャリ
アシステムであるため、透明パケットにターゲットセルの一対のアップリング、ダウンリ
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ンク単周波数点情報のみが含まれ、当該情報が欠けると、ターゲットセルの全ての周波数
点情報が現行のセルの全ての周波数点情報と同一であることが考えられる。ＬＴＥシステ
ムの切換において、一般的に、非競争に基づくランダムアクセス過程（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔ
ｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）をとっ
て、以下のような処理を含む。
【０００７】
　ステップ１、切換命令において、当該端末切換の専用ランダムアクセス資源を通知し、
指定されたランダムアクセスチャンネル（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ
、ＲＡＣＨと略称）とランダムアクセス前文（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍ
ｂｌｅ）を含み、端末は、ターゲットセルの指定ランダムアクセスチャンネルで指定され
たランダムアクセス前文、即ち、ランダムアクセスリクエストを送信する。
【０００８】
　ステップ２、ターゲットセルは、端末が送信したランダムアクセス前文を受信した後、
ダウンリンクでランダムアクセス応答を送信する。
【０００９】
　ステップ３、端末は、前文を送信した後、指定された検索ウィンドウ内にターゲットセ
ルが送信してきたランダムアクセス応答を受信し、ランダムアクセス過程を完成し、さら
に切換を完成する。
【００１０】
　ところで、マルチキャリアのＬＴＥ－Ａシステムにおいて、アップリンクとダウンリン
ク帯域幅ともが複数の成分キャリア周波数点情報を含んでよく、切換命令がターゲットセ
ルの全ての成分キャリアの周波数点情報を端末に伝達し、しかしながら、ターゲットセル
が複数のアップリンク周波数点を含んで且つ複数の周波数点にランダムアクセス資源を有
する場合に、端末がどの周波数点がランダムアクセスリクエストを開始することに用いら
れるべきかを確定できなく、端末と基地局との間に所定の約束がないと、ランダムアクセ
ス資源の浪費又はランダムアクセスコンフリクト等の問題を起こす可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しょうとする課題】
【００１１】
　本発明は、関連技術においてマルチキャリアＬＴＥ－Ａシステムの切換には端末がラン
ダムアクセスリクエストを行う成分キャリアを確定できない問題を考えてなされるもので
あって、そのため、その主な目的が関連技術に存在する前記問題を解決するために、基地
局間切換方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するために、本発明の一方によれば、端末をソース基地局のソース
セルからターゲット基地局のターゲットセルに切り換えるための基地局間切換方法を提供
する。
【００１３】
　本発明が提供した基地局間切換方法は、
　ターゲット基地局がソース基地局により端末に、前記端末に対して指定したランダムア
クセスリクエストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報を含む
切換参考周波数点情報を有する切換準備済みメッセージを送信することと、
　前記端末が前記アップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてランダムアク
セスリクエストを行うこととを含む。
【００１４】
　上述した方案において、前記切換参考周波数点情報は、前記ターゲット基地局のターゲ
ットセルのランダムアクセス応答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波
数点情報を更に含む。
【００１５】
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　上述した方案において、前記端末がランダムアクセスリクエストを行った後、前記方法
には、
　また、前記端末は、前記ダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてよっ
て、前記ターゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信することとを含む。
【００１６】
　上述した方案において、前記切換準備済みメッセージには前記ターゲット基地局のター
ゲットセルの全ての成分キャリアの周波数点及び帯域幅情報も含まれる。
【００１７】
　上述した方案において、前記切換参考周波数点情報は、前記切換準備済みメッセージの
透明パケットの移動制御メッセージに含まれる。
【００１８】
　上述した方案において、前記端末が前記切換準備済みメッセージを受信する前に、前記
方法には、
　また、前記ソース基地局は、Ｓ１／Ｘ２インターフェースにより前記切換準備済みメッ
セージを送信し、前記ソース基地局が前記Ｘ２インターフェースにより前記切換準備済み
メッセージを送信する場合に、前記切換準備済みメッセージを、予定メッセージにおける
全てのサービスセル情報に有して送信を行うこととを含み、
　前記予定メッセージは、Ｘ２インターフェースセットアップメッセージ、Ｘ２インター
フェースセットアップ応答メッセージ、及び基地局配置更新メッセージの１つを含む。
【００１９】
　上述した方案において、前記ソース基地局がＳ１インターフェースにより前記切換準備
済みメッセージを送信する処理は、
　前記ソース基地局がＳ１インターフェースにより前記切換準備済みメッセージの透明パ
ケットを移動管理エンティティに送信することと、
　前記移動管理エンティティが切換命令メッセージにより前記透明パケットを前記ソース
基地局に透明伝送することとを含む。
【００２０】
　本発明が提供した基地局間切換方法は、ソース基地局及びターゲット基地局を含み、
　ターゲット基地局がターゲットセルのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報を
順次に配列して第１のリストを取得し、前記第１のリストにおける１番目のアップリンク
成分キャリアの中心周波数点情報が端末がランダムアクセスリクエストを開始するための
アップリンク成分キャリアの中心周波数点情報であることと、
　前記ターゲット基地局がソース基地局により前記端末に前記第１のリストを有する切換
準備済みメッセージを送信することと、
　前記端末が前記１番目のアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてラン
ダムアクセスリクエストを行うこととを含む。
【００２１】
　上述した方案において、前記方法には、
　また、前記ソース基地局が前記ターゲットセルのダウンリンク成分キャリアの中心周波
数点情報を順次に配列して第２のリストを取得し、前記第２のリストにおける第１番目の
ダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報が前記ターゲットセルがランダムアクセス
応答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報であることを含む。
【００２２】
　上述した方案において、前記端末がランダムアクセスリクエストを行った後、前記方法
には、
　また、上述した方案において、前記端末が前記１番目のダウンリンク成分キャリアの中
心周波数点情報に基づいて前記ターゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信
することを含む。
【００２３】
　本発明の技術方案によると、切換準備済みメッセージに切換参考周波数点情報を増加す
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ることで、関連技術においてマルチキャリアＬＴＥ－Ａシステムの切換には端末がランダ
ムアクセスリクエストを行う成分キャリアを確定できない問題を解決して、ターゲット基
地局がランダムアクセス資源に対する利用率を有効に向上し、ランダムアクセスコンフリ
クトを低減することが可能である。
【００２４】
　本発明のその他の特徴及び利点は、後の明細書に記載され、且つ、一部的に明細書から
明らかになり、又は本発明を実施することによって了解するようになる。本発明の目的及
びその他の利点は、記載した明細書、特許請求の範囲、及び図面に特に指摘した構造によ
り実現・取得できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】関連技術においてＬＴＥ－Ａシステムのキャリアアグリゲーションを示す図であ
る。
【図２】関連技術においてＬＴＥ－Ａシステムに複数のダウンリング成分キャリアが１つ
ダウンリング成分キャリアに対応することを示す図である。
【図３】本発明の方法実施例１による基地局間切換方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施例による実例１のシグナリングフローチャートである。
【図５】本発明の実施例による実例２のシグナリングフローチャートである。
【図６】本発明の方法実施例２による基地局間切換方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　マルチキャリアシステムの切換において、端末がどの成分キャリアでランダムアクセス
リクエストを送信するかを確定できない問題が存在し、そのため、本発明は、基地局間切
換方法を提供し、ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、端末が基地局間に切換を行う必要がある
と、ターゲット基地局がソース基地局にターゲットセルの全ての成分キャリアの周波数点
と帯域幅情報の他、ターゲットセルの切換参考周波数点情報を送信する必要があり、上述
した切換参考周波数点情報がターゲットセルが現行の端末が切換を行うために指定したラ
ンダムアクセスリクエストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情
報を含み、ソース基地局が当該情報を受信した後、空中インターフェースメッセージによ
り当該情報を現行に切換が需要となる端末に送信でき、端末が上述した切換参考周波数点
情報における指定されたアップリンク成分キャリア情報によりランダムアクセスリクエス
トを行うことができる。
【００２７】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例を説明し、ここに記載した好適な実施
例が本発明を説明・解釈することのみに用い、本発明を限定するものではないと理解すべ
きである。
【００２８】
　以下の描述において、解釈の目的のために、本発明の徹底的な理解を提供するように、
複数の特定の細い点を記載した。しかしながら、明らかに、これら特定細部がない場合で
、本発明も実現でき、また、付属の請求の範囲に記載の精神と範囲を離反しない場合で、
下述の実施例及び実施例における各細部が各種の組合せをしてもよい。
【００２９】
　方法の実施例１
　本発明の実施例によって、端末をソース基地局のソースセルからターゲット基地局のタ
ーゲットセルに切り換えるための基地局間切換方法を提供する。図３は、本発明の方法実
施例１による基地局間切換方法のフローチャートであり、図３に示すように、以下のよう
な処理（ステップＳ３０２～ステップＳ３０４）を含む。
【００３０】
　ステップＳ３０２、ターゲット基地局は、ソース基地局により端末に切換参考周波数点
情報を有する切換準備済みメッセージを送信する。
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【００３１】
　具体的に、ターゲット基地局は、ソース基地局により端末に切換参考周波数点情報、及
びターゲットセルの全ての成分キャリアの周波数点と帯域幅情報を有する切換準備済みメ
ッセージを送信し、切換参考周波数点情報が端末に対して指定したランダムアクセスリク
エストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報を含み、ランダム
に選択してもよく、負荷が比較的小さいアップリンク成分キャリアを選択してもよい。実
際応用において、ターゲット基地局は、Ｓ１／Ｘ２インターフェースにより上述した切換
準備済みメッセージを送信することによって、ターゲット基地局のターゲットセルが指定
した端末切換過程においてランダムアクセスリクエストを送信するための参考周波数点情
報をソース基地局のソースセルに伝達することができる。
【００３２】
　好適に、切換参考周波数点情報には指定されたターゲットセル（ターゲット基地局）が
ランダムアクセス応答を発送するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報を
更に含んでよく、前記指定がターゲットセルによりランダムに選択されるものでよく、負
荷が比較的小さいダウンリンク成分キャリアを選択してもよい。ターゲット基地局は、当
該ダウンリンク成分キャリアで端末が開始するランダムアクセスリクエストに対応するラ
ンダムアクセス応答を送信して、端末が当該指定されたダウンリンク成分キャリアでラン
ダムアクセス応答を受信できるようになる。上述した方式は、ランダムアクセスリクエス
トのアップリンク成分キャリアとランダムアクセス応答のダウンリンク成分キャリアとの
対応関係をセットアップして、ターゲット基地局が端末がどのダウンリンク成分キャリア
を監視するかを確定できないため、全てのダウンリンク成分キャリアでランダムアクセス
応答を送信して資源の浪費になることを避けることが可能である。
【００３３】
　説明すべきは、本発明の実施例において、切換参考周波数点情報が切換準備済みメッセ
ージのターゲット基地局からソース基地局までの透明パケットの移動制御メッセージに含
ませることができる。表１に切換参考周波数点情報を有する移動制御メッセージの構造を
示し、表１に示すように、移動制御メッセージがターゲットセル全局ＩＤ、ターゲットセ
ルの周波数点情報、ターゲットセルの帯域幅情報、ターゲットセルの切換参考周波数点情
報、その他の移動制御関連情報を含む。
【００３４】
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【表１】

　
【００３５】
　ステップＳ３０４、端末は、アップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいて
ランダムアクセスリクエストを行う。
【００３６】
　具体的には、端末は、アップリンク成分キャリアの中心周波数点情報に指示された成分
キャリアでランダムアクセスリクエストを送信する。
【００３７】
　好適に、端末は、ランダムアクセスリクエストを行った後、ダウンリンク成分キャリア
の中心周波数点情報に基づいてターゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信
し、即ち、ダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報に指示された成分キャリアでラ
ンダムアクセス応答を受信する。
【００３８】
　また、ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、Ｘ２インターフェースの公共フロー、例えば、Ｘ
２インターフェースセットアップメッセージ、Ｘ２インターフェースセットアップ応答メ
ッセージ、基地局配置更新メッセージにより、これらメッセージにおける基地局に管轄さ
れる全てのサービスセルの情報にサービスセルの全てのアップリンク、ダウンリンク周波
数点と帯域幅情報を有する。
【００３９】
　以下、図面を参照しつつ、上述した技術方案を詳しく説明する。
　実例１、ターゲット基地局は、Ｘ２インターフェースにより切換準備済みメッセージを
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送信する。
【００４０】
　図４は、本発明実施例による実例１のシグナリングフローチャートであり、図４に示す
ように、以下のような処理を含む。
【００４１】
　ステップ１、ソース基地局は、Ｘ２インターフェースによりターゲット基地局に切換リ
クエストメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００４２】
　ステップ２、ターゲット基地局は、切換リクエストメッセージを受信した後、切換準備
済みメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ）を構成
してソース基地局に送信し、具体的には、ターゲット基地局は、切換準備済みメッセージ
を構成する場合に、当該メッセージにおけるターゲット基地局からソース基地局までの透
明パケット（Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ　Ｔｏ　Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅ
ｎｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）にターゲットセルが指定した切換参考周波数点情報を有し、
好適に、透明パケットの移動制御メッセージ（ＭｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）に当該切換参考周波数点情報を増加することができ、移動制御メッセー
ジの具体的な構造が表１を参照することができる。
【００４３】
　具体的には、切換参考周波数点情報にはターゲットセルが現行の端末が切換を行うため
に指定したランダムアクセスリクエストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中
心周波数点情報が含まれてよく、好適に、ターゲットセルが指定したランダムアクセス応
答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報を含まれてもよい。ま
た、ターゲット基地局は、ソース基地局にターゲットセルの全ての成分キャリアの周波数
点及び帯域幅情報を伝達することができ、実際の応用において、全ての成分キャリアの周
波数点及び帯域幅情報が欠けると、ターゲットセルの全ての成分キャリア周波数点及び帯
域幅情報が現行のセルの全ての成分キャリア周波数点及び帯域幅情報と同一であることが
考えられる。
【００４４】
　ステップ３、ソース基地局は、ターゲット基地局が送信した切換準備済みメッセージを
受信し、且つ空中インターフェースメッセージにより当該当該メッセージを端末に送信し
、端末が当該メッセージにおける切換参考周波数点情報及び当該成分キャリアに関連する
ランダムアクセス配置情報を受信した後、指定された時間周波数ドメイン資源においてラ
ンダムアクセス過程を行い、且つ指定されたダウンリンク成分キャリアにおいてランダム
アクセス応答メッセージを読み取る。
【００４５】
　上述した処理により、基地局は、Ｘ２インターフェースにより切換参考周波数点情報を
有する切換準備済みメッセージを送信し、端末が指定されたアップリンク成分キャリアで
ランダムアクセスリクエストを送信し、且つ指定されたダウンリンク成分キャリアでラン
ダムアクセス応答を受信できるようになる。
【００４６】
　実例２、ターゲット基地局は、Ｓ１インターフェースにより切換準備済みメッセージを
送信する。
【００４７】
　図５は、本発明実施例による実例２のシグナリングフローチャートであり、図５に示す
ように、以下のような処理を含む。
【００４８】
　ステップ１、ソース基地局は、Ｓ１インターフェースにより移動的管理エンティティ（
ＭＭＥ、Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）に切換リクエストメ
ッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＩＲＥＤ）を送信する。
【００４９】
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　ステップ２、ＭＭＥは、切換リクエストメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＩＲ
ＥＤ）を受信し、切換資源処理を行った後で切換リクエストメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥ
Ｒ　ＲＥＱＵＥＳＴ）をターゲット基地局に送信する。
【００５０】
　ステップ３、ターゲット基地局は、切換リクエストメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　Ｒ
ＥＱＵＥＳＴ）を受信し、切換準備済みメッセージ（ＨＡＮＤＯＶＥＲ　ＲＥＱＵＥＳＴ
　ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ）を構成して、切換準備済みメッセージをＭＭＥに送信し、具
体的には、ターゲット基地局は、切換準備済みメッセージを構成する場合に、当該メッセ
ージにおけるターゲット基地局からソース基地局までの透明パケット（Ｔａｒｇｅｔ　ｅ
ＮＢ　Ｔｏ　Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）に
ターゲットセルが指定した切換参考周波数点情報を有し、好適に、移動制御メッセージ（
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に切換参考周波数点情報を
増加してもよい。
【００５１】
　具体的には、切換参考周波数点情報にはターゲットセルが現行の端末が切換を行うため
に指定したランダムアクセスリクエストを開始するためのアップリンク成分キャリアの中
心周波数点情報が含まれてもよく、好適に、ターゲットセルが指定したランダムアクセス
応答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報を含まれてもよい。
また、ターゲット基地局は、ＭＭＥによりソース基地局にターゲットセルの全ての成分キ
ャリアの周波数点及び帯域幅情報を伝達することができ、ターゲットセルの全ての成分キ
ャリアの周波数点及び帯域幅情報が欠けると、ターゲットセルの全ての成分キャリア周波
数点及び帯域幅情報が現行のセルの全ての成分キャリア周波数点及び帯域幅情報と同一で
あることが考えられる。
【００５２】
　ステップ４、ＭＭＥは、当該メッセージを受信した後、切換命令メッセージ（ＨＡＮＤ
ＯＶＥＲ　ＣＯＭＭＡＮＤ）により透明パケットにおける内容をソース基地局に透明伝送
する。
【００５３】
　ステップ５、ソース基地局は、切換命令メッセージを受信した後、空中インターフェー
スメッセージにより当該メッセージを端末に送信し、端末が当該メッセージにおける参考
周波数点情報及び当該成分キャリアに関連するランダムアクセス配置情報を取得した後、
指定された時間周波数ドメイン資源において切換ランダムアクセス過程を開始し、そして
指定されたダウンリンク成分キャリアでランダムアクセス応答メッセージを読み取る。
【００５４】
　上述した処理により、基地局は、Ｓ１インターフェースにより切換参考周波数点情報を
有した切換準備済みメッセージを送信し、端末が指定されたアップリンク成分キャリアで
ランダムアクセスリクエストを送信し、指定されたたダウンリンク成分キャリアでランダ
ムアクセス応答を受信できるようになる。
【００５５】
　方法の実施例２
　本発明の実施例によって、端末をソース基地局のソースセルからターゲット基地局のタ
ーゲットセルに切り換えるための基地局間切換方法を提供する。図６は、本発明の方法実
施例２による基地局間切換方法のフローチャートであり、図６に示すように、以下のよう
な処理（ステップＳ６０２～ステップＳ６０６）を含む。
【００５６】
　ステップＳ６０２、ターゲット基地局がターゲットセルのアップリンク成分キャリアの
中心周波数点情報を順次に配列して第１のリストを取得する。
【００５７】
　具体的には、ターゲット基地局は、ターゲットセルのアップリンク成分キャリアの中心
周波数点情報を順次に配列して第１のリストを取得し、第１のリストにおける１番目のア



(11) JP 5395949 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

ップリンク成分キャリアの中心周波数点情報が端末がランダムアクセスリクエストを開始
するためのアップリンク成分キャリアの中心周波数点情報である。
【００５８】
　ステップＳ６０２において、好適に、ソース基地局は、ターゲットセルのダウンリンク
成分キャリアの中心周波数点情報を順次に配列して第２のリストを取得することもでき、
第２のリストにおける１番目のダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報がターゲッ
トセルがランダムアクセス応答を送信するためのダウンリンク成分キャリアの中心周波数
点情報である。
【００５９】
　ステップＳ６０４、ターゲット基地局がソース基地局により端末に第１のリストを有し
た切換準備済みメッセージを送信する。
【００６０】
　好適に、切換準備済みメッセージに第２のリストも含ませることができ、実際の応用に
おいて、上述した情報（第１のリスト及び第２のリスト）が移動制御メッセージに含まれ
ていてもよく、表２に第１のリスト及び第２のリストを有した移動制御メッセージの構造
を示し、表２に示すように、ターゲットセル全局ＩＤ、ターゲットセルの周波数点情報、
ターゲットセルの帯域幅情報、その他の移動制御関連情報を含む。
【００６１】
【表２】

　
【００６２】
　上述した第１のリストと第２のリストが合一して設置してもよいと説明すべきである。
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【００６３】
　ステップＳ６０６、端末は、第１のリストにおける１番目のアップリンク成分キャリア
の中心周波数点情報に基づいてランダムアクセスリクエストを行う。
【００６４】
　好適に、端末は、１番目のダウンリンク成分キャリアの中心周波数点情報に基づいてタ
ーゲット基地局が送信したランダムアクセス応答を受信する。
【００６５】
　以下、実例を参照しつつ、本発明の上述した技術方案を詳しく説明する。
　実例３
　ステップ１、Ｓ１インターフェースにより切換を行ってもＸ２インターフェースにより
切換を行っても、ターゲット基地局は、ソース基地局に全てのターゲットセルのアップリ
ンク成分キャリアの周波数点情報及びダウンリンク成分キャリアの周波数点情報を含む１
つの順序リストを伝達し、且つ望む切換参考周波数点情報を１番目のアップリンク成分キ
ャリア周波数点及び１番目のダウンリンク成分キャリア周波数点として順序リストに書き
込み、ソース基地局が黙認して受信した順序リストにおける１番目のアップリンク成分キ
ャリア周波数点及び１番目のダウンリンク成分キャリア周波数点を切換参考周波数点とし
て規定する。
【００６６】
　好適に、全てのターゲットセルのアップリンク成分キャリアの周波数点情報及びダウン
リンク成分キャリアの周波数点情報を含む順序リストがターゲット基地局からソース基地
局までの透明パケット（Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ　Ｔｏ　Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ　Ｔｒａｎ
ｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）における移動制御メッセージに含ませることがで
き、且つ、上述した順序リストが空にすることができなく、即ち、参考周波数点情報の順
次リストにおいて対応する周波数点情報が欠けることができないと黙認される。
【００６７】
　ステップ２、ソース基地局は、切換済みメッセージを受信した後、空中インターフェー
スメッセージにより当該メッセージを端末に送信し、端末が当該メッセージにおける参考
周波数点情報及び当該成分キャリアに関連するランダムアクセス配置情報を受信した後、
指定した時間周波数ドメイン資源において切換ランダムアクセス過程を開始し、且つ指定
されたダウンリンク成分キャリアでランダムアクセス応答メッセージを読み取る。
【００６８】
　上述したように、本発明の技術方案によると、切換準備済みメッセージに切換参考周波
数点情報を増加することで、関連技術においてマルチキャリアＬＴＥ－Ａシステムの切換
には端末がランダムアクセスリクエストを行う成分キャリアを確定できない問題を解決し
、ターゲット基地局がランダムアクセス資源に対する利用率を向上し、ランダムアクセス
コンフリクトを低減することができる。
【００６９】
　明らかに、当業者は、上述した本発明の各モジュール又は各ステップが汎用の計算装置
で実現されることができ、それらが単一の計算装置に集中し、又は複数の計算装置からな
るネットワークに分布してもよく、選択的に、それらが計算装置で実行可能なプログラム
コードで実現されることができ、これで、それらを保存装置に保存して計算装置によって
実行され、又はそれらをそれぞれ各集積回路モジュールに作成し、又はそれらにおける複
数のモジュール又はステップを単一の集積回路モジュールに作成して実現する。これで、
本発明は、いずれかの特定のハードウェアとソフトウェア結合に限定されないことが分か
るべきである。
【００７０】
　前記のものは、以上に記載のはただ本発明の好適な実施例だけであるが、本発明を限定
することに用いられるものではなく、当業者にとっては、本分野の技術スタッフにとって
、本発明が様々な変更と各種の修正と変化を実施することができるがある。本発明の実質
精神と要旨を逸脱しない範囲で、当業者が本発明に対して行った様々な作った修正、等同
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交替、改良等は、いずれも本発明の特許請求の範囲に含まれると理解すべきである。

【図１】

【図２】
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